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 関商工発第３３８号 

令和８年２月６日 

各   位 

  関 ケ 原 町 商 工 会 

 会 長  子 安 健 司 

 

税務個別相談会の開催（事前予約制）について 

 

立春の候、皆様方におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、本会活動にご理解ご協力を頂き厚くお礼申し上げます。 

さて、みだしのことについて、本年度も税理士による税務に関する個別相談会を下記の日

程で行いますので、確定申告・決算・消費税等税務に関するご相談をご希望の方は、ご利用

下さいますようご案内申し上げます。（但し、譲渡所得の申告を伴う相談は、税務署へ直接

お願い致します。） 

なお、『事前予約制』となりますので、事前に商工会まで相談のお申込みをお願い致しま

す。（TEL４３-０２７０／FAX４３－１５９１） 

 

記 

 

１．講  師  税理士会の派遣税理士 ３名 

２．対 象 者    小規模事業者 

前年分所得金額が 400万円以下の方 

消費税課税事業者である場合には、基準期間の課税売上高が 3000万円以下の方 

３．開催期間  令和８年２月１７日（水）～３月１３日（金） 

４．場  所  関ケ原町商工会 ２階会議室（不破郡関ケ原町大字関ケ原 2682-2） 

５．日  程  □２月１７日（火） □２月１８日（水） 

□２月１９日（木） □２月２６日（木） 

□３月 ２日（月） □３月 ３日（火） 

□３月 ４日（水） □３月 ５日（木） 

□３月１０日（火） □３月１３日（金） 

６．時  間  全日程とも、午後１時～午後５時 

７．お申込み  お電話または、裏面の申込書（持参又はＦＡＸ）でお申し込みください。 

８．お問合せ  関ケ原町商工会（TEL４３-０２７０） 
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送付先：関ケ原町商工会(FAX：0584-43-1591)行  

 

税務個別相談の申込書 
 令和  年  月  日 

 

企 業 名  

代 表 者 名  

連絡先電話番号  

希  望  日
希 望 時 間 帯 
(□にレ点を記入) 

 

希 望 日   □２月１７日（火） □２月１８日（水） 

□２月１９日（木） □２月２６日（木） 

□３月 ２日（月） □３月 ３日（火） 

□３月 ４日（水） □３月 ５日（木） 

□３月１０日（火） □３月１３日（金）  

 

希望時間帯   □午後１時～    □午後２時～ 

        □午後３時～    □午後４時～ 

 

相 談 内 容 

（可能な限り具体的に 

ご記入ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）相談時間は、1 時間以内。ご希望時間に添えない場合もありますので、予めご了承をお願いします。 

（注２）上記項目を全てご記入ください。なお、ご記入いただいた情報は、本相談会のために利用し、その

目的以外での利用はいたしません。 

 

 


